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１ 目的 

武蔵村山市（以下「市」という。）は、令和４年９月に武蔵村山市「ゼロカーボン

シティ」宣言を表明し、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロの実現を目指している。 

その取組の一つとして、電気自動車（以下「ＥＶ」という。）の普及に寄与するた

め、市が所有する施設にＥＶ急速充電設備を設置する事業者の選定について、公募型

プロポーザル方式により行うこととし、その実施方法等必要な事項を定める。 

 

２ 事業概要 

⑴ 件名 

武蔵村山市総合体育館電気自動車用急速充電設備等導入事業 

⑵ 事業内容 

事業者は、市が所有する施設の駐車場の一部を活用し、事業者の自己資本により

ＥＶ急速充電設備に必要な配線工事等を含む充電設備一式（以下「ＥＶ充電設備等」

という。）の設置、維持管理及び事業運営を行う。 

市は、所有する施設の駐車場の一部を事業者に貸し付け、ＥＶ充電設備等の設置

に伴う用地等の使用を許可する。 

なお、本事業の詳細は、別紙「武蔵村山市総合体育館電気自動車用急速充電設備

等導入事業公募型プロポーザル仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

⑶ 事業期間 

事業期間は、ＥＶ充電設備等の利用を開始した日から起算して５年間とし、事業

期間中は事業者の責任において、ＥＶ充電設備等の維持管理及び運営を行うものと

する。 

なお、事業の期間終了後の取扱いについては、双方の協議によるものとし、協議

の結果、事業を終了することとなった場合は、事業者の負担によりＥＶ充電設備等

を撤去するとともに、設置場所の現状復旧を行うものとする。 

⑷ 行政財産の使用料 

ＥＶ充電設備等を設置する用地等に係る行政財産の使用料については、武蔵村山

市行政財産使用料条例（昭和５０年武蔵村山市条例第１６号）第２条及び第３条の

規定に基づき、徴収するものとする。 

 

３ 参加資格 

⑴ 本プロポーザルに参加することができる者は、本事業に参加する意欲があり、当

該業務についての必要なノウハウを備えるとともに、次に掲げる要件を満たしてい

るものとする。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立

てがなされていないこと。 



 
 

- 2 - 

イ 武蔵村山市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年武蔵村山市訓令

（甲）第７号）の措置要件に該当しないこと。  

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていないこと。 

エ 法人税、法人事業税、法人市民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこ

と。 

オ 法人格を有し、本事業を円滑に実施できること。 

⑵ 次に掲げる事項の書類（発行から３か月以内のもの）を提出すること。  

ア 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 印鑑証明書 

ウ 財務諸表 

エ 法人税、法人事業税、法人市民税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

⑶ ３⑵に規定するもののほか必要な参加資格要件は、該当業務の内容等に応じて、

別に定めることとする。 

 

４ 公募に係るスケジュール 

実施内容 実施期間 

公募開始 令和８年７月７日（火） 

参加申込書提出期限 令和８年７月１７日（金）午後５時 

一次審査（書類審査）結

果通知 
令和８年７月２１日（火） 

一次審査（書類審査）結

果に関する説明期間 
令和８年７月２１日（火）から７月２７日（月）まで 

提案書等受付期間 
令和８年７月２２日（水）から７月３１日（金）午後５時ま

で 

提案書に関する質問期間 
令和８年７月２２日（水）から７月２７日（月）午後５時ま

で 

提案書に関する質問への

回答期限 
令和８年７月２９日（水） 

二次審査（プレゼンテー

ション審査） 
令和８年８月１２日（水） 

二次審査（プレゼンテー

ション審査）結果通知 
令和８年８月１８日（火） 

二次審査（プレゼンテー

ション審査）結果に関す

る説明期間 

令和８年８月１８日（火）から８月２１日（金）まで 

契約の締結 令和８年９月中旬 
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５ 参加申込書の提出 

⑴ 提出書類 

ア 参加申込書（第１号様式） 

イ ３⑵の規定に掲げる書類一式 

 

⑵ 提出期限 

令和８年７月１７日（金）午後５時（必着） 

 

⑶ 提出先 

本実施要領「１１ 担当課」のとおりとする。 

 

⑷ 提出方法 

電子メールとする。 

なお、件名は「【事業者名】武蔵村山市総合体育館電気自動車用急速充電設備等

導入事業（参加申込書）」とし、提出書類をＰＤＦファイルで添付した上で送付す

るものとし、電子メール送信後には、受信確認の電話を事務局まですること。 

 

６ 第一次審査（書類審査） 

⑴ 書類審査 

参加申込時の提出書類に不備がないか審査し、申込事業者全員に対し、参加資格

審査結果通知書（第２号様式）を令和８年７月２１日（火）午後５時までに、電子

メールにより通知する。 

なお、審査結果についての問合せには応じないものとする。 

また、結果に対して異議を申し立てることはできない。ただし、参加資格を満た

していないと通知された事業者は、令和８年７月２１日（火）から７月２７日（月）

までの期間において、その理由について説明を求めることができる。 

 

⑵ 留意事項 

書類提出後の差し替えは認めず、書類の返却はしない。 

 

７ 第１次審査通過事業者が提出する書類等 

本実施要領及び仕様書に基づき作成し、以下のとおり提出すること。 

⑴ 提案書類 

ア 企画提案書届出書（第３号様式） 

イ 業務体制表（第４号様式） 

ウ 企画提案書（任意様式） 
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⑵ 記載内容 

企画提案書は、表１に掲げる項番の順に、同表に定める項目及び事項を記載して

作成すること。 

【表１】 

項番 項目 企画提案書に記載すべき事項 

１ 会社概要 
会社概要、経営状況等経営規模の妥当性を判断するに当たり、

必要な事項 

２ 本事業の実績 
地方公共団体において電気自動車用急速充電設備等導入事業

又はそれに類する事業等を行った実績内容 

３ 業務体制表 
契約締結後における業務の実施体制（担当者等の氏名、経験

及び担当する業務等） 

４ 事業工程表 

本事業のスケジュール及び整備方針 

国や都の補助事業を活用する場合は、その内容に関する事項 

※任意様式 

５ 提案内容 
９⑵【表２】№４～７の内容及び仕様書に掲げる内容につい

ての具体的な提案 

 

⑶ 提出期限 

令和８年７月３１日（金）午後５時まで（必着） 

 

⑷ 提出先 

本実施要領「１１ 担当課」のとおりとする。 

 

⑸ 提出方法 

電子メールとする。 

なお、件名は「【事業者名】武蔵村山市総合体育館電気自動車用急速充電設備等

導入事業（企画提案書）」とし、提出書類をＰＤＦファイルで添付した上で送付す

るものとし、電子メール送信後には、受信確認の電話を事務局まですること。 

 

⑹ 提出上の留意点 

ア 企画提案書の提出は、１事業者につき１案とする。 

イ 指定する様式以外は任意であるが、Ａ４版横向きとし、ページを付すこと。 

ウ 正確かつ簡潔な内容とし、２０ページ以内にまとめること。 

エ 提出書類の差替え、修正及び追加等は認めない。ただし、武蔵村山市総合体育

館電気自動車用急速充電設備等導入事業者審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）から要請のあったものについては、この限りでない。 
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８ 質問受付及び回答 

⑴ 質問の内容 

本プロポーザルに関する質問は、企画提案書の作成、提出に必要な事項及び事業

内容に係る内容に限るものとし、評価及び審査に係る質問並びに仕様書及び提案内

容に係る質問は一切受け付けない。 

 

⑵ 質問及び回答の方法 

ア 提出方法 

質疑照会書兼回答書（第５号様式）に質問内容を記入の上、電子メールで送付

すること。なお、質問書の提出回数は１回のみとする。また、電子メール以外の

方法で提出された質問に対しては回答しない。 

 

イ 受付期間 

令和８年７月２２日（水）午前９時から 

令和８年７月２７日（月）午後５時まで（必着） 

 

ウ 提出先 

本実施要領「１１ 担当課」のとおりとする。 

 

エ 質問に対する回答の方法 

質問に対する回答は、令和８年７月２９日（水）までに参加申込のあった全事

業者の担当者宛に電子メールにて送付する。 

 

９ 第２次審査（プレゼンテーション） 

審査委員会において、以下の審査方法により提案内容を審査し、最も本事業に適

していると認められる業者を選定する。 

⑴ 審査方法 

一次審査通過事業者を対象に、審査委員会において提出書類、プレゼンテーシ

ョン及びヒアリングに基づく審査を行い、候補者を決定する。 

ア 審査は表２に基づき行う。 

イ プレゼンテーションへの参加人数は３人までとし、実際に事業を行う際に主と

して担当する者を出席させること。 

ウ 実施時間は１事業者につき、説明２０分、質疑応答２０分の合計４０分とする。 

エ プレゼンテーションは提出した企画提案書を基に行うこととし、追加提案の説

明や追加資料の配布は認めない。なお、プレゼンテーションで使用するパソコン、

プロジェクター等の必要機材については提案者が持参することとし、スクリーン

及び電源（コンセント）については市が用意する。 
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オ プレゼンテーションは対面方式とし、リモート（オンライン）での参加方法は

行わない。 

カ 審査は個別で行い、非公開とする。 

キ 開始時間、会場等の詳細は後日連絡する。 

ク プレゼンテーションの内容は、事務局において録音することがある。 

 

⑵ 評価項目 

審査基準は、表２のとおりとする。 

【表２】 

№ 
審査 
項目 

審査対象 詳細・着眼点 
重点 
配分 

１ 
企業 
評価 

経営規模の 
妥当性 

・資本金、売上高、経営状況等に問題はないか。  

２ 業務実績 ・本委託と同等の導入実績があるか。  

３ 

業務 
評価 

事業スケジュ
ール・整備方針 

・事業スケジュールが明確かつ妥当性があるか。
また、事業の実現可能性があるか。 

・国や都の補助事業を活用する場合は、補助条件
に適しているか。 

・ＥＶ充電設備等の整備方針等は明確かつ妥当性
があるか。 

×２ 

４ 
充電設備の規
格・電気料金の
負担 

・ＥＶ充電設備の規格はＣＨＡｄｅＭＯ方式か。
その他の方式を採用する場合は、メリット・デ
メリット等が明確に示されているか。 

・事業者にて電気料金の負担をすることとなって
いるか。 

・代替技術が主流となった場合や、本充電設備の
利用が極端に減少した場合の対応方法が明確に
示されているか。 

 

５ 
利用料金及び
利用のしやす
さ 

・利用者の利用料金は明確で廉価なものとなって
いるか。 

・利用者が利用しやすい仕様となっているか。 
 

６ 
維持管理及び
緊急時の対応 

・維持管理の方法及び運営方法が具体的かつ市に
負担を与えない内容となっているか。 

・ＥＶ充電設備の利用状況を管理できる仕様にな
っているか。市から照会があった場合は回答が
できるか。 

・設備に故障や異常が生じた場合、市施設の電気
系統に波及しない設計であると見込まれるか。 

・トラブル等の緊急事態が発生したときの対応及
び人員体制について明確かつ妥当性があるか。
また、市に負担を与えない内容となっているか。 

×２ 

７ 独自提案 

・事業者独自の視点で、本事業の内容に資する積
極的な提案があるか。また、それが実現可能で
あるか。（例：①災害時の対応について、②利用
料金等における市民とそれ以外の利用者との差
別化についてなど） 

×２ 
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⑶ 結果通知 

審査結果は、令和８年８月１８日（火）に電子メールにより第２次審査を受けた

全事業者に対して、プロポーザル審査結果通知書（第６号様式）により通知する。 

 

⑷ その他 

審査経緯及びその内容についての問合せには応じない。また、審査結果に対する

異議申立てについても受け付けない。ただし、選定されなかった事業者は、令和８

年８月１８日（火）から８月２１日（金）までの期間において、選定されなかった

理由について説明を求めることができる。 

 

９ 失格事項 

参加事業者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合は、その

提案を失格とする。 

⑴ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑵ 参加資格を満たさなくなった場合 

⑶ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑷ 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

⑸ 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為のあった場合 

 

１０ その他留意事項 

⑴ 本件に参加する費用は、全て提案者の負担とする。 

⑵ 参加申込以降、都合により参加を辞退することとなった場合は、速やかに書面（様

式は任意）により担当課宛てに提出する。 

⑶ 提出後の企画提案書等の修正又は変更は認めない。 

⑷ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑸ 提出された企画提案書等は、必要に応じて複製をする場合がある。 

⑹ 市が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。 

⑺ 提出された企画提案書等は、原則、プロポーザル審査以外の用途に使用しない。

ただし、武蔵村山市情報公開条例（平成１８年武蔵村山市条例第２０号。以下「条

例」という。）による公文書開示請求があった場合は、市が条例第８条に規定する

不開示事項に該当すると判断した情報を除き、原則、全て開示するものとする。 

  提出事業者において、企画提案書等に掲載する情報が開示に当たって支障がある

情報である場合は、企画提案書等とは別途に資料を調製し、その旨を当市プロポー

ザル担当者に事前に通知した上で資料の提出を行うものとする。この場合において、

市が条例第８条に規定する不開示事項に該当しないと判断した場合は、この情報を

開示する場合もある。 
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１１ 担当課 

〒２０８－８５０１ 

武蔵村山市本町一丁目１番地の１ 

武蔵村山市教育委員会教育部スポーツ振興課スポーツ振興係 

電 話 番 号:０４２－５６５－１１１１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号:０４２－５６６－２６１９ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:sports@city.musashimurayama.lg.jp 

 

１２ 添付資料 

⑴ 第１号様式 参加申込書 

⑵ 第２号様式 参加資格審査結果通知書 

⑶ 第３号様式 企画提案届出書 

⑷ 第４号様式 業務体制表 

⑸ 第５号様式 質疑照会書兼回答書 

⑹ 第６号様式 プロポーザル審査結果通知書 

⑺ 武蔵村山市総合体育館電気自動車用急速充電設備等導入事業公募型プロポーザ

ル仕様書 

⑻ 別図１ 武蔵村山市総合体育館駐車場図面 

 

Tel:０４２－５６５－１１１１

